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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイクロディスプレイ、ユーザ入力デバイス、第１のプロセッサおよび２つ以上の他の
周辺回路を含むヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）システムを制御する方法であって
、
　前記第１のプロセッサおよびユーザ入力デバイスのみを作動させることにより、第１の
状態に入る工程と、
　ユーザ入力を検出する工程と、
　前記第１のプロセッサを使用して、口頭でのコマンドまたはジェスチャコマンドとして
前記ユーザ入力を解釈する工程と、
　第２の状態に入る工程であって、前記口頭でのコマンドまたはジェスチャコマンドに基
づいて、前記２つ以上の他の周辺機器のうちの選択された周辺機器を作動するコマンドを
前記第１のプロセッサが発行することによって、かつ、選択されていない周辺機器を作動
しないようにするコマンドを前記第１のプロセッサが発行することによって、前記第２の
状態に入る工程と
を含み、
　前記２つ以上の他の周辺機器は第２のプロセッサを含み、前記第２のプロセッサは、前
記第１のプロセッサよりも多くの電力を消費する、方法。
【請求項２】
　前記２つ以上の他の周辺機器は、ワイドエリアネットワークインターフェース、前記第



(2) JP 5974008 B2 2016.8.23

10

20

30

40

50

２のプロセッサ、ディスプレイ、カメラおよび頭部運動追跡器からなる一群から選択され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ユーザ入力は前記口頭でのコマンドであり、この口頭のコマンドは、文書にアクセ
スするためのものであり、前記第２の状態では、前記第２のプロセッサおよびマイクロデ
ィスプレイに電力が印加され、次いで、前記文書が表示される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザ入力は前記口頭でのコマンドであり、この口頭のコマンドは、ウェブページ
にアクセスするためのものであり、前記第２の状態は、さらに、ワイヤレスインターフェ
ースをネットワークに接続して、前記ウェブページをフェッチすることを可能にする、請
求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記周辺機器はカメラを含み、前記第２のプロセッサは前記第１の状態でさらに作動さ
れ、前記ユーザ入力は手のジェスチャであり、前記第２のプロセッサは、前記第２の状態
に入る前に前記手のジェスチャを解釈する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記周辺機器は、ワイヤレスインターフェースを含み、前記第２の状態は、前記ワイヤ
レスインターフェースで前記ユーザ入力をホストに送信する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ユーザ入力は、前記ディスプレイのアスペクトを操作するための要求であり、前記
第２の状態は、前記ディスプレイ上の情報表示を変更する、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　視覚情報を表示するマイクロディスプレイと、
　ユーザ入力を提供するユーザ入力デバイスと、
　センサ入力を示す１つまたは複数の周辺機器入力信号、または、ユーザからのユーザの
動きおよび／もしくはユーザからの音声入力の少なくとも１つを示す１つまたは複数の周
辺機器入力信号を提供する、２つ以上の周辺デバイスであって、第１の状態において作動
しないようにされる２つ以上の周辺デバイスと、
　前記ユーザ入力を１つまたは複数の検出コマンドに変換する第１のプロセッサであって
、前記第１の状態においては当該第１のプロセッサおよび前記ユーザ入力デバイスのみが
作動されている、第１のプロセッサと、
　前記１つまたは複数の検出コマンドに基づいて、前記マイクロディスプレイおよび前記
１つまたは複数の周辺機器を、選択的に作動および非作動にさせるか、または選択的に作
動させるかもしくは選択的に非作動にさせるプロセッサコントローラと
を備え、
　前記２つ以上の周辺機器は第２のプロセッサを含み、前記第２のプロセッサは、前記第
１のプロセッサよりも多くの電力を消費する、ヘッドセット携帯装置。
【請求項９】
　前記１つまたは複数の周辺デバイスが、
　　前記ユーザから音声信号を受信する１つまたは複数のマイクロホンを備え、
　前記第１のプロセッサは、さらに、
　　音声コマンドを検出するように音声信号を処理する音声認識装置を備える、請求項８
に記載の装置。
【請求項１０】
　前記１つまたは複数の周辺デバイスは、動き検出器であり、前記動き検出器は、前記ユ
ーザの動きを示す２つ以上の動き入力を提供し、当該ユーザの動きは２つ以上の軸に沿っ
ている、請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　前記動き検出器は、前記ユーザの手および／または身体のジェスチャ動作を検出するカ
メラである、請求項１０に記載の装置。
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【請求項１２】
　前記動き検出器は、前記ユーザの頭部動作を検出する頭部動作追跡デバイスである、請
求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記周辺機器は、当該ヘッドセット携帯装置と別のデータ処理デバイスとの間で、１つ
または複数のワイヤレスリンクを提供する通信インターフェースをさらに備える、請求項
８に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第１のプロセッサは、前記検出コマンドを処理して、前記マイクロディスプレイ上
の視覚情報表示のアスペクトを制御する、請求項８に記載の装置。
【請求項１５】
　前記検出コマンドは、視野を制御する、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記検出コマンドは、ズーム、パンまたはスケールファクタを制御する、請求項１５に
記載の装置。
【請求項１７】
　前記検出コマンドは、ウェブページ表示のハイパーリンクアイテムを選択する、請求項
１４に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本願は、２０１０年９月２０日に出願された米国仮特許出願第６１／３８４，４１９号
および２０１０年９月２０日に出願された米国仮特許出願第６１／３８４，５４３号の利
益を主張する。上記出願の全教示は、参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本開示は、他のシステムコンポーネントの起動を制御するワイヤレスフロントエンドを
有するヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）システムまたは他の眼鏡型映像表示装置に
関する。
【背景技術】
【０００３】
　最近開発されたマイクロディスプレイは、大きいフォーマット、高解像度カラー写真お
よびストリーミング映像を極小フォームファクタで提供することができる。そのようなデ
ィスプレイの一使用例は、眼鏡またはヘッドホンと同様にユーザの顔または頭に着用する
ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）装置におけるものである。そのようなデバイスに
組み入れられる電子機器は、極めて高度なものとなり、現在では統合データプロセッサ、
ワイヤレスインターフェースおよび他の入力デバイス、例えば、頭部追跡用加速度計、カ
メラ、音声認識回路およびソフトウェアならびに他のコンポーネントなどを含むことがで
きる。
【発明の概要】
【０００４】
　好ましい環境では、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）システムは、高解像度マイ
クロディスプレイと、マイクロホンと、スピーカと、ワイヤレスインターフェース、ワイ
ヤレスネットワークインターフェース、カメラ（可視光、赤外線など）、音声デバイス、
キーパッド、ゲームコントローラデバイスおよび他の周辺機器などの補助インターフェー
スとを含む。
【０００５】
　ブルートゥース（登録商標）、ＷｉＦｉ、セルラなどのワイヤレスインターフェースは
、他のシステムコンポーネントを起動する際のシステムおよびコントロールのフロントエ
ンドとなる。ＨＭＤシステムのスイッチを最初に入れると、ブルートゥース（登録商標）
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ヘッドセットと同様に、最小限の機能性で作動し、スピーカおよびマイクロホン機能のみ
を提供することができる。ブルートゥース（登録商標）対応の携帯電話（すなわち、Ａｐ
ｐｌｅ　ｉＰｈｏｎｅまたはＧｏｏｇｌｅ　Ａｎｄｒｏｉｄスマートフォン）などの対を
なすデバイスを使用して、ハンドフリーモードで音声会話を伝送し合うことができる。こ
のモードでは、ＨＭＤシステムの他の機能は、他のシステムコンポーネントおよび機能性
を起動させる言葉によるコマンドがヘッドセットによって認識されるまで、ハイバネーシ
ョンモードのまま維持される。
【０００６】
　例えば、ブルートゥース（登録商標）のフロントエンドが、ある音声コンポーネントを
有する受信データストリームを検出すると、音声コンポーネントは、回路またはソフトウ
ェアとして具現化される音声認識機能に渡される。音声コンポーネントは映像出力を必要
とするシステムへの言葉によるコマンドであると音声認識機能が判断すると、フロントエ
ンドは、組み込みデータプロセッサに映像ディスプレイなどの他の任意の周辺デバイスを
オンにさせる。映像ディスプレイがもはや必要とされなくなると、プロセッサおよび映像
ドライバ回路は、スリープモードに戻る。
【０００７】
　別の例では、ユーザは、搭載プロセッサのより高度な機能性が必要とされるコマンドを
話すことができる。例えば、ユーザは、今日の「やるべき」タスクのリストを読むように
要求することができる。リストは、ホストコンピュータ上で実行しているＭｉｃｒｏｓｏ
ｆｔ　Ｏｕｔｌｏｏｋなどのアプリケーションプログラムによって生成することができる
。このコマンドの実行には、組み込みプロセッサを起動し、ローカルの大容量記憶装置に
アクセスして、やるべきことのリスト情報をフェッチするばかりでなく、話し言葉に対応
する音声信号を生成するテキスト音声変換回路も必要とされる。
【０００８】
　別の例では、ユーザは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｏｒｄ文書としてウェブメールメッセ
ージに添付された議題文書を表示するように要求することができる。これには、組み込み
プロセッサを起動し、ローカルのマイクロディスプレイを起動し、ブルートゥース（登録
商標）、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）回路および／またはセルラ
モデム回路などを通じて外部のネットワークと接続することが必要とされるかもしれない
。それらの回路は、したがって、その時点でのみ通電することになる。次いで、組み込み
プロセッサは、パーソナルコンピュータなどのホストマシンと連絡し、ウェブ情報を回収
して表示する。
【０００９】
　この機能性をサポートするため、ワイヤレスフロントエンドには、音声テキスト変換機
能の実行またはジェスチャからテキストへの変換ばかりでなく、その後、これらの音声ま
たはジェスチャコマンドの解釈や、口頭でのまたはジェスチャコマンドの実行のために通
電が必要とされるコンポーネントのリストの参照も可能にするテーブルまたは他の論理が
その中に含められている。
【００１０】
　前述は、異なる図面を通して同様の参照符号は同じ部分を示す添付の図面に示されると
おり、本発明の例示的な実施形態の以下のより具体的な説明から明らかになるであろう。
図面は必ずしも原寸に比例するとは限らず、その代わり、本発明の実施形態の例示に重点
を置く。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】マイクロディスプレイおよび他の周辺インターフェースを含むヘッドマウントデ
ィスプレイ（ＨＭＤ）システムの図である。
【図２】ユーザの頭に着用された、カメラ周辺機器が設置されたＨＭＤシステムを示す別
の斜視図である。
【図３】ＨＭＤと、パーソナルコンピュータなどのホストプロセッサ用のコントローラと



(5) JP 5974008 B2 2016.8.23

10

20

30

40

50

してのその使用とを示す高レベルの機能図である。
【図４】ＨＭＤアセンブリの内部のコンポーネントの高レベルのブロック図である。
【図５】特定の一実施形態で使用される電子コンポーネントを示す、より詳細な図である
。
【図６】さまざまな他のＨＭＤシステムコンポーネントがアクティブ状態となった際に、
どのようにブルートゥース（登録商標）フロントエンドがシステムコントローラとして作
動して制御するかについての一例を示す高レベルのフローチャートである。
【図７】口頭でのコマンド、ジェスチャコマンドまたは頭部運動コマンドと、サブシステ
ムのそれらの起動部分のリストである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　例示的な実施形態の説明を以下に示す。
【００１３】
　図１は、一般に、フレーム１０００、ストラップ１００２、後部１００４、スピーカ１
００６、カンチレバまたはアーム１００８およびマイクロディスプレイサブアセンブリ１
０１０を含むヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）システム１００を示す。
【００１４】
　ＨＭＤ　１００は、マサチューセッツ州タウントン（Ｔａｕｎｔｏｎ）に所在するＫｏ
ｐｉｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能なＧｏｌｄｅｎ－ｉ（商標）ハンドフリー
通信および制御デバイスに基づいてもよい。デバイスの片側、具体的には、マイクロディ
スプレイサブアセンブリ１０１０の反対側は、「ホットシュー」周辺ポート１０２０を含
んでもよく、以下でさらに説明されるように、「ホットシュー」周辺ポート１０２０は、
対応する接続をアクセサリに提供することができ、その結果、ユーザは、ＨＭＤ　１００
に取り付けられたさまざまなコンポーネントを取り外すことができる。
【００１５】
　図２は、ユーザの頭に着用されたＨＭＤ　１００の図であり、カメラアクセサリ１０６
０がポート１０２０に設置されている。カメラ１０６０は、音声および映像の検知および
記録機能の両方を含むことができ、例えば、「弾丸カム」と同様の小フォームファクタで
もよい。以下でさらに説明されるように、頭部運動または音声コマンドでもよいユーザコ
マンドはユーザによって提供され、それにより、ディスプレイ１０１０、カメラ１０６０
の設定が制御され、他の機能が実行される。
【００１６】
　ＨＭＤシステムは、スタンドアロンパーソナルコンピュータもしくは「スマートフォン
」デバイスのいずれかとして、および／または、ホストパーソナルコンピュータのリモー
トコントロール、または、他のデバイスとして主に機能してもよい。このために、ハウジ
ングにはさまざまな電子回路が含まれ、理解されるように、マイクロコンピュータ、１つ
または複数のワイヤレスインターフェース、関連メモリまたは他の記憶装置、位置、運動
および／またはジェスチャセンサが含まれる。カメラ位置、運動および／またはジェスチ
ャセンサは、ユーザの頭または手の位置、運動および／またはジェスチャの追跡に使用さ
れ、マイクロホンは、音声入力コマンドを受信する。
【００１７】
　ワイヤレスインターフェースは、スマートフォン自体として、または、ホストコンピュ
ーティングデバイス２００（図３）用のリモートコントロールとしてのＨＭＤシステム１
００の使用を可能にする。例えば、ホスト２００は、リモートコントロールＨＭＤシステ
ム１００自体と同様のまたはそれ以上の演算複雑性、および、同様のまたはそれ以上のネ
ットワーク接続性を有するラップトップ、携帯電話、ＲＩＭ（登録商標）Ｂｌａｃｋｂｅ
ｒｒｙ（登録商標）、Ａｐｐｌｅ（登録商標）ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）、Ｇｏｏｇｌｅ
（登録商標）Ａｎｄｒｏｉｄ（登録商標）または他のスマートフォンデバイスであっても
よい。ホスト２００は、インターネットへのワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）接続２
１０を通じてなど、他のネットワークにさらに接続することができる。ＨＭＤシステム１



(6) JP 5974008 B2 2016.8.23

10

20

30

40

50

００とホスト２００は、ブルートゥース（登録商標）リンクまたはワイヤレスローカルエ
リアネットワーク（ＷＬＡＮ）１５０によって提供されるような適切なワイヤレス接続を
通じて互いに接続される。
【００１８】
　図３に示されるように、ＨＭＤシステム１００は、マイクロホンを介しての音声入力、
カメラもしくは他の光センサを介しての手の動作、および／または、加速度計もしくは他
の頭部運動追跡回路を介しての頭部動作入力など、ユーザから入力を受信する。これらは
、システム１００内のソフトウェアによって（および／またはホスト２００内のソフトウ
ェアと協働して）、デバイス１００および／またはホスト２００システムが認識可能なコ
マンドに変換される。これらがＨＭＤシステム１００用のコマンドであれば、ＨＭＤシス
テム１００がこれらのコマンドを保持し、それらがホスト２００用のコマンドであれば、
それらのコマンドはブルートゥース（登録商標）および／またはＷｉＦｉインターフェー
ス１５０上でホスト２００に送信される。次いで、ホスト２００は、それ自体のオペレー
ティングシステム／アプリケーションソフトウェアに従って、これら変換されたコマンド
を解釈し、さまざまな機能を実行する。
【００１９】
　これらのコマンドの中には、文書をフェッチして表示するコマンドがあってもよい。
　これらのコマンドの中には、通話に応答するコマンドがあってもよい。
　他のコマンドの中には、Ｅメールまたはウェブページなど、インターネットからの情報
を取得してそれを表示するコマンドがあってもよい。
【００２０】
　他のコマンドの中には、仮想ディスプレイ内で視野を選択し、次いで、その選択画面を
リモートデバイスへ返信するコマンドがあってもよい。また、極大フォーマットである仮
想ディスプレイエリアは、ホスト２００上で実行しているオペレーティングシステム上ま
たは同オペレーティングシステム内で実行しているアプリケーションソフトウェアに関連
付けられてもよく、視野内の、その大きな仮想ディスプレイエリアの一部のみが、ＨＭＤ
　１００上のディスプレイ１０１０に供給されたさまざまな音声コマンドおよび／または
頭部動作によって選択されることも理解されたい。
【００２１】
　音声入力、運動および／またはジェスチャの検出に応じて、ＨＭＤ　１００によって実
行することができる機能に関するさらなる情報については、２０１０年５月５日に出願さ
れた「Ｒｅｍｏｔｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｏｆ　Ｈｏｓｔ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｕｓ
ｉｎｇ　Ｍｏｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｖｏｉｃｅ　Ｃｏｍｍａｎｄｓ」と称する同時係属中の
米国特許出願第１２／７７４，１７９号（代理人整理番号０７１７．２０９８－００１）
および２０１１年２月１日に出願された「Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｈａｎｄｓ－Ｆｒｅｅ　Ｃ
ｏｍｐｕｔｉｎｇ　Ｈｅａｄｓｅｔ　ｗｉｔｈ　Ｄｅｔａｃｈａｂｌｅ　Ａｃｃｅｓｓｏ
ｒｉｅｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ｂｙ　Ｍｏｔｉｏｎ，Ｂｏｄｙ　Ｇｅｓｔｕｒｅ，ｏ
ｒ　Ｖｏｃａｌ　Ｃｏｍｍａｎｄｓ」と称する米国特許出願第１３／０１８，９９９号（
代理人整理番号０７１７．２１０２－００１）に説明されており、それぞれの全内容は、
参照により本明細書に組み込まれる。
【００２２】
　ＨＭＤシステム１００は、追加のスピーカ、追加のカメラ、光源、および、ホットシュ
ー１０２０に嵌め込むことも、バッテリ内蔵式の他の任意の電子コンポーネントなどのカ
メラに勝る他のアクセサリに対する他の機能を提供することもできる。
【００２３】
　図４は、ＨＭＤシステム１００の非限定的で例示的な実施形態の簡略化された高レベル
のブロック図である。図１に示されたように、これらのコンポーネントは、ＨＭＤハウジ
ングのさまざまな場所に統合される。ＨＭＤシステム１００は、アイポッド（登録商標）
アセンブリ４０００を含んでもよく、アイポッド（登録商標）アセンブリ４０００は、前
述のマイクロディスプレイ４０１０と、１つまたは複数のマイクロホン４０２０とを含む
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。１つまたは複数のスピーカ４０３０は、ユーザの耳の近くのハウジングイヤホン内に配
置される（図１のアイテム１００６を参照）。システムの電子機器は、フレーム上または
フレーム内の適切な位置（後部１００４など）に設置することができ、Ｏｐｅｎ　Ｍｅｄ
ｉａ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ（ＯＭＡＰ）プロセッサ４１００、出
力／音声コンパニオンチップ４１０２、ディスプレイドライバ４１０４、頭部追跡回路基
板４１０６およびワイヤレスＬＡＮ／ブルートゥース（登録商標）インターフェース４１
０８を含む。また、ハウジング内には、リチウムイオン電池４２００などの電源も位置す
る。
【００２４】
　頭部追跡回路４１０６は、ホール効果センサ、ＭＩＭダイオード、加速度計、ジャイロ
および／またはトランスデューサを使用して、Ｘ、ＹおよびＺ軸に沿った横方向の動作お
よびＸ、ＹおよびＺ軸の周りの回転ジェスチャなどの頭部動作およびジェスチャを検出す
る回路を含んでもよい。
【００２５】
　また、ＨＭＤシステム１００は、ブルートゥース（登録商標）インターフェース４１０
８を通じて無線接続できるワイヤレスマウス、トラックボールまたはキーボードなどの外
部の入力デバイスからの入力を受信することができる。ＷＬＡＮ／ＢＴフロントエンド４
１０８、ＯＭＡＰ　４１００および／またはホスト内のソフトウェアを使用して、カメラ
によって検出された手のジェスチャを解釈することができる。カメラ基板４０６０が付随
的に映像入力を提供してもよい。
【００２６】
　ＯＭＡＰプロセッサは、中央演算処理装置と、不揮発性メモリを含むことができるラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）および／または読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）などのオン
チップメモリとを含んでもよい。ＯＭＡＰは、Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓモデ
ルのＯＭＡＰ３５３０プロセッサまたはＴｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，Ｉｎｃ．
が販売するマルチメディアプロセッサを使用したより新しいバージョンであってもよい。
一般に、ＯＭＡＰは、ＷＬＡＮ／ＢＴインターフェース４１０８より強力で、より多くの
電力を消費するプロセッサである。
【００２７】
　この例では、ＴＰＳ６５９５０出力／音声コンパニオンチップもまた、Ｔｅｘａｓ　Ｉ
ｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓから入手可能であり、音声、ＵＳＢ、キーパッド制御およびバッテ
リ充電機能をシステムに提供する。
【００２８】
　ＷＬＡＮ／ＢＴインターフェース４１０８は、モデルＬＢＥＥ　１Ｗ８　ＮＥＣインタ
ーフェース回路、または、同様のもしくはそれ以上の能力を有するより新しい無線モジュ
ールであってもよい。
【００２９】
　ディスプレイドライバは、マサチューセッツ州ウエストボロー（Ｗｅｓｔｂｏｒｏｕｇ
ｈ）に所在するＫｏｐｉｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能なモデルＫＣＤ－Ａ９
１０ディスプレイドライバであってもよい。
【００３０】
　マイクロディスプレイ４０１０もまた、Ｋｏｐｉｎから入手可能であり、モデル１１３
ＬＶ、１５２ＬＶ、２３０ＬＶ、ＷＱＶＧＡ、または、他の製造業者が容認可能なマイク
ロディスプレイを含んでもよい。
【００３１】
　ＮＣＳモジュール４４００は、受信したマイクロホン信号を処理して音声認識機能を提
供し、音声コンパニオンチップ４１０２に音声信号を生成する。
【００３２】
　図５は、図４のさまざまなコンポーネント間の接続性を示すより詳細なブロック図であ
る。
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【００３３】
　この図面からより容易に理解できるように、ＷＬＡＮ／ＢＴフロントエンド４１０８は
、ＵＡＲＴインターフェースを使用することができる。このＷＬＡＮ／ＢＴフロントエン
ド４１０８は、ＯＭＡＰプロセッサ４１００およびそれに応じて音声および出力コンパニ
オンチップ４１０２の電源オンまたは電源オフ状態、ならびに、カメラ、ディスプレイ、
ＷＬＡＮモデムなどの他の周辺機能に印加される電力を制御するようにプログラムされる
。
【００３４】
　図６は、いくつかの例示的な機能を示すフローチャートである。ここで、ＷＬＡＮ／ブ
ルートゥース（登録商標）フロントエンド４１０８は、他のシステムコンポーネントへの
電力の印加を制御することができる。図７は、いつさまざまなデバイスの電源をオン／電
源をオフにするかを判断するためにフロントエンド４１０８によって維持することができ
る例示的なテーブルであり、以下の図６の論考で参照されたい。
【００３５】
　第１の例では、状態６０００において、システムコンポーネントは、最初はハイバネー
ションモード（休止状態）にあってもよく、ブルートゥース（登録商標）ヘッドセット機
能（例えば、マイクロホン４０２０およびスピーカ４０３０）のみが有効である。この状
態６０００には、ＨＭＤシステム１００のスイッチを最初に入れた際に入ることができる
。したがって、例えば、状態６１００では、通話が着信される場合、音声入出力機能は、
状態６１１０においてアクティブ状態のまま維持される（例えば、マイクロホン４０２０
はオン状態のまま維持され、スピーカ４０３０機能が有効となる）。しかし、状態６１２
０では、ＯＭＡＰ　４１００、ディスプレイ４０１０、カメラ４０６０および他のコンポ
ーネントは、ハイバネーションモードのまま維持される。通話が終了すると、処理は状態
６０００に戻る。
【００３６】
　別の例では、ハイバネーション状態６０００から、音声回路は、「やるべきことのリス
トを読む」などの特定のユーザ音声コマンドを検出することができる。この状態６２００
から、状態６２１０では、ＯＭＡＰの機能が有効となる。次いで、状態６２２０では、Ｏ
ＭＡＰは、ＳＤＲＡＭメモリなどのローカルストレージエリアにアクセスし、ユーザのロ
ーカルタスクリストに関連するファイルにアクセスし、今日のやるべきタスクの項目別リ
ストを入手することができる。状態６２４０では、やるべきことのリストデータは、ＯＭ
ＡＰ　４１００から音声インターフェースに返信され、やるべきことのリストテキストは
、音声に変換され、次いで、ヘッドセット１００のスピーカ上で聞かれる。この機能が完
了した時点で、状態６５００に入り、次いで、システムはハイバネーション状態６０００
に戻り、次いで、システムは再びブルートゥース（登録商標）ヘッドセットとしてのみ機
能し、別のユーザコマンドを待つことになる。
【００３７】
　さらなる例では、状態６３００において、ユーザは、ｗｗｗ．ＮＹＴｉｍｅｓ．ｃｏｍ
でＮｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｔｉｍｅｓのホームページの閲覧を希望することを示すコマンドを
話す。このコマンドを受信すると、状態６３１０において、ＯＭＡＰの機能が有効となる
。図３に関連して説明されたように、ＷＬＡＮインターフェースが起動され、ＯＭＡＰに
よるホストプロセッサへのコマンドの発行が可能になり、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｔｉｍｅｓ
のホームページのＨＴＭＬコンテンツを入手することができる。状態６３３０に入った時
点で、マイクロディスプレイ１０１０の機能も有効となり、それにより、ユーザがウェブ
ページの表示を希望することを予想する。Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｔｉｍｅｓ．ｃｏｍのＨＴ
ＭＬウェブページは、例えば、ヘッドセット自体が、搭載ブルートゥース（登録商標）、
ＷＬＡＮ回路（Ｗｉ　Ｆｉ）を通じて、または、補助セルラモデムを通じて、インターネ
ットにアクセスする能力を有する場合など、別の方法でもフェッチすることができる。と
にかく、コンテンツを入手した時点で、状態６３５０においてそのコンテンツはフォーマ
ット化され、マイクロディスプレイ上に表示される。ある時点では、ユーザは、ディスプ
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レイ機能を無効にする別のコマンドを発行することができ（またはコマンドがタイムアウ
トとなり得る）、その時点では、再びハイバネーション機能６０００に入る。
【００３８】
　したがって、ブルートゥース（登録商標）および／またはＷｉＦｉフロントエンドがユ
ーザ音声コマンドで着信音声ストリームを検出すると、ブルートゥース（登録商標）およ
び／またはＷｉＦｉ回路は、ＯＭＡＰおよび他の周辺デバイスを自動的に起動するが、コ
マンドの実行に実際に必要とされるもののみを起動する。ブルートゥース（登録商標）お
よび／またはＷｉＦｉフロントエンドは、こうして、テーブルまたはデータベースエント
リの形でなど、多くの異なるユーザコマンドのそれぞれの実行にどの周辺デバイスおよび
／またはＯＭＡＰを通電させる必要があるか（もしあれば）を示す情報を保持する。
【００３９】
　さらに別の例では（図７を参照）、ユーザの手のジェスチャをカメラで検出し、入力を
提供して、システム１００の特定のコンポーネントへの電力の印加を制御することができ
る。この状態では、音声コンポーネント機能が最初に有効となるが、口頭でのコマンドを
検出し、少なくともカメラ４０６０およびＯＭＡＰ　４１００を起動することによって手
のジェスチャを読み取り解釈する。
【００４０】
　別の例では、ユーザは、入力として頭部動作を使用することができる。このモードでは
、例えば、ユーザが頭部動作を使用して、大きいフォーマットの仮想ディスプレイエリア
をパン（移動）、ズームまたは別の方法でナビゲートする場合など、頭部運動追跡部４１
０６およびディスプレイのみが、有効にすることができる関連コンポーネントであっても
よい。
【００４１】
　このように、ＨＭＤシステムの機能は、適切な口頭でのコマンド、ジェスチャコマンド
またはホストコンピュータからのコマンドを介して制御され、ブルートゥース（登録商標
）および／またはＷｉＦｉインターフェースによって解釈され、サブシステム電子機器の
その部分のみを必要に応じて起動する。アクティビティが終了すると、別の口頭でのコマ
ンドまたはタイムアウトは、ＨＭＤシステムをスリープモードに戻すことができる。この
時点で、ブルートゥース（登録商標）および／またはＷｉＦｉ回路は、ハイバネーション
状態に戻り、通話、別の音声コマンドまたはＷＬＡＮを介したコンピュータインターフェ
ースコマンドなどの外部の接点信号を待つことになる。
【００４２】
　すべての特許、公開出願および本明細書で引用される参考文献の教示は、それらの全体
が参照により組み込まれる。
【００４３】
　本発明を、その例示的な実施形態を参照して、具体的に示し、説明してきたが、当業者
であれば、添付の特許請求の範囲によって包含される本発明の範囲から逸脱することなく
、その中で形態および詳細のさまざまな変更を行えることが理解されよう。
　なお、本発明は、実施の態様として以下の内容を含む。
〔態様１〕
　マイクロディスプレイ、ユーザ入力デバイス、第１のプロセッサおよび２つ以上の他の
周辺回路を含むヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）システムを制御する方法であって
、
　第１の状態では、前記第１のプロセッサおよびユーザ入力デバイスのみを作動させる工
程と、
　ユーザ入力を検出する工程と、
　前記プロセッサを使用して、口頭でのコマンドまたはジェスチャコマンドとして前記ユ
ーザ入力を解釈する工程と、
　第２の状態に入る工程であって、前記口頭でのコマンドまたはジェスチャコマンドに応
じて、前記２つ以上の他の周辺機器のうちの選択された周辺機器は作動され、選択されて
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いない周辺機器は作動されないようにする、工程と
を含む方法。
〔態様２〕
　前記２つ以上の他の周辺機器は、第２のプロセッサを含む、態様１に記載の方法。
〔態様３〕
　前記第２のプロセッサは、前記第１のプロセッサよりも多くの電力を消費する、態様２
に記載の方法。
〔態様４〕
　前記２つ以上の他の周辺機器は、ワイドエリアネットワークインターフェース、第２の
プロセッサ、ディスプレイ、カメラおよび頭部運動追跡器からなる一群から選択される、
態様１に記載の方法。
〔態様５〕
　前記ユーザ入力は、文書にアクセスするための口頭でのコマンドであり、前記第２の状
態では、前記第２のプロセッサおよびマイクロディスプレイに電力が印加され、次いで、
前記文書が表示される、態様２に記載の方法。
〔態様６〕
　前記ユーザ入力は、ウェブページにアクセスするための口頭でのコマンドであり、前記
第２の状態は、さらに、ワイヤレスインターフェースをネットワークに接続して、前記ウ
ェブページをフェッチすることを可能にする、態様５に記載の方法。
〔態様７〕
　前記周辺機器は、カメラ、および前記第１の状態で作動された第２のプロセッサを含み
、前記ユーザ入力は手のジェスチャであり、前記第２のプロセッサは、前記第２の状態に
入る前に前記手のジェスチャを解釈する、態様２に記載の方法。
〔態様８〕
　前記周辺機器は、ワイヤレスインターフェースを含み、前記第２の状態は、前記ワイヤ
レスインターフェースで前記ユーザコマンドをホストに送信する、態様２に記載の方法。
〔態様９〕
　前記ユーザコマンドは、前記ディスプレイのアスペクトを操作するための要求であり、
前記第２の状態は、前記ディスプレイ上の情報表示を変更する、態様７に記載の方法。
〔態様１０〕
　視覚情報を表示するマイクロディスプレイと、
　センサ入力を示す１つまたは複数の周辺機器入力信号、または、ユーザの動きおよび／
もしくは音声入力の少なくとも１つを示す１つまたは複数の周辺機器入力信号を提供する
、２つ以上の周辺デバイスと、
　前記周辺機器入力信号を１つまたは複数の検出コマンドに変換する第１のプロセッサと
、
　前記１つまたは複数の検出コマンドに応じて、前記マイクロディスプレイおよび前記１
つまたは複数の周辺機器を選択的に作動させるプロセッサコントローラと
を備えたヘッドセット携帯装置。
〔態様１１〕
　前記１つまたは複数の周辺デバイスが、
　　前記ユーザから音声信号を受信する１つまたは複数のマイクロホンを備え、
　前記第１のプロセッサは、さらに、
　　音声コマンドを検出するように音声信号を処理する音声認識装置を備える、態様１０
に記載の装置。
〔態様１２〕
　前記１つまたは複数の周辺デバイスは、動き検出器であり、前記動き検出器は、２つ以
上の軸に沿ったユーザの動きを示す、２つ以上の動き入力を提供する、態様１０に記載の
装置。
〔態様１３〕
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　前記動き検出器は、前記ユーザの手および／または身体のジェスチャ動作を検出するカ
メラである、態様１２に記載の装置。
〔態様１４〕
　前記動き検出器は、前記ユーザの頭部動作を検出する頭部動作追跡デバイスである、態
様１２に記載の装置。
〔態様１５〕
　前記周辺機器は、当該ヘッドセット携帯装置と別のデータ処理デバイスとの間で、１つ
または複数のワイヤレスリンクを提供する通信インターフェースをさらに備える、態様１
０に記載の装置。
〔態様１６〕
　前記ユーザコマンドは、前記第１のプロセッサによって処理されて、前記マイクロディ
スプレイ上の視覚情報表示のアスペクトが制御される、態様１０に記載の装置。
〔態様１７〕
　前記ユーザコマンドは、視野を制御する、態様１６に記載の装置。
〔態様１８〕
　前記ユーザコマンドは、ズーム、パンまたはスケールファクタを制御する、態様１７に
記載の装置。
〔態様１９〕
　前記ユーザコマンドは、ウェブページ表示のハイパーリンクアイテムを選択する、態様
１６に記載の装置。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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